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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
Ⅰ 業務の適正を確保するための体制
　当社の業務の適正を確保するための体制の整備について、「内部統制システムの基本方針」として、
取締役会で決議した内容は、以下のとおりであります。

1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　取締役会は、法令、定款、取締役会規則等に基づき、会社の重要な業務執行を決定するとともに、取締役
の職務の執行を監督する。また、健全な社会規範の下に職務を遂行するため、「コンプライアンス規程」を
定め、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを徹底する。さらに監査役は、法令が定
める権限を行使するとともに、監査役会が定めた監査方針及び計画に基づき取締役の職務の執行の
適法性を定期的に監査する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　当社は、重要事項については社内稟議規程に基づいて稟議書を作成し、これを保存・管理する
他、法令・社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報を適切に保存・管理する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、リスク管理体制を構築するための経営危機管理に関連して「リスク管理規程」を定め、
平常時からリスクの低減又は危機の未然防止に努めるとともに重大な経営危機が生じた場合には、
直ちに対策本部を設置して対応する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、取締役会の監督のもと取締役・監査役による経営会議を定期的に開催して、業務執行上の
基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行う。また、変化の激しい経営環境に迅速に対応
できる人材を登用するため、従来より取締役任期は1年とする。

5. 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　当社は、法令・定款を遵守し、健全な社会規範の下に職務を遂行するため、「コンプライアンス規程」
を定め、使用人に対し、社会規範、各種法令、就業規則及びその他諸規程の遵守について周知徹底
する。また、内部監査室を設置して、内部統制システムを構築し、定期的な監査によりチェック・
指導及び改善を行う体制をとっている。

6. 当社における業務の適正を確保するための体制
　当社は、業務の適正を確保するため、「コンプライアンス規程」等に基づき、会社全体のコンプライ
アンス体制の構築に努めるとともに、必要に応じて管理を行う。

7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及
び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査役と協議の上、必要に応
じて監査役の業務補助のための監査役スタッフを置くとともに、その人事については、監査役と取
締役が意見交換を行うことにより、当該スタッフの取締役からの独立性を確保する。

8. 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の取締役及
び使用人に周知徹底する。

9. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告体制
　取締役及び使用人は、経営・業績に影響を及ぼす重要事項や会社に著しい損害を及ぼす恐れのある
事実等については、法令に従い、監査役に報告する。また、内部監査室は、内部監査の実施状況及
びその結果を監査役に報告する。
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10. 監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保する
ための体制
　当社は、監査役に報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利
益な取扱いを行うことを禁止し、その旨取締役・監査役及び使用人に周知徹底する。

11. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について
生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
　監査役がその職務の遂行について、当社に対し費用の前払等の請求をした時は、担当部門におい
て稟議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した
場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。監査役の職務の執行について生ずる費用等を
確保するため、毎年一定額の予算を設ける。

12. 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会や経営会議等の
重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に
応じて取締役会又は使用人にその説明を求めることとする。監査役は、代表取締役社長と定期的に面談
を行い、意思の疎通及び意見交換を実施する。また、当社の会計監査人から会計監査内容について説明
を受けるとともに、情報の交換を行う等連携を図っていく。

13. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　当社は、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力に対して、毅然とした態度を貫き、一
切の関係を遮断することを基本的な考えとしている。

(2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況
　当社は、コンプライアンス宣言及び規程に基づき、反社会的勢力排除に向けた体制を構築
し、反社会的勢力との接触を未然に回避するとともに、不当要求等があった場合には、所轄警
察署、顧問弁護士等の外部専門機関と連携を図り、反社会的勢力との関係遮断に努める。

Ⅱ 業務の適正を確保するための体制の運用状況
　当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための取り組み
　取締役会は、法令、定款、取締役会規則等に基づき、会社の重要な業務執行を決定し、取締役の
職務の執行を監督しております。また、監査役会は取締役の職務の執行の適法性を定期的に監査し
ております。
　また、内部統制システムを構築し、「コンプライアンス規程」を定め、役職員に対し、遵守すべ
き各種法令、定款及び諸規程等の周知徹底を行っております。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する取り組み
　当社は、各種法令・規程に基づいて作成された稟議書等の重要事項に関する情報及び取締役の職
務の執行に係る情報を適切に保存・管理しており、取締役及び監査役の要請があれば、随時提供を
しております。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制に関する取り組み
　当社は、現在及び将来に係るリスクについて、「リスク管理規程」に基づき、リスクの低減、危
機の未然防止を図っており、情報の共有も行っております。
　また、「リスク管理規程」の見直しを実施し、都度、役職員へ周知徹底を行っております。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための取り組み
　当社では、取締役会の監督のもと、経営会議を定期的に開催し、業務執行上の基本的事項及び重
要事項に係る意思決定を機動的に行い、取締役の職務執行の効率化を図っております。
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5. 当社における業務の適正を確保するための取り組み
　当社は、業務の適正を確保するため、「コンプライアンス規程」等に基づき、会社全体のコンプ
ライアンス体制の構築に努めており、必要に応じて管理を行っております。

6. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及びその独立性・実効性の確保への取り組み
　当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、必要に応じて監査
役スタッフを配置しております。
　また、監査役スタッフは取締役の指揮命令系統から外れ、監査役の指揮下に置かれる体制を整備
しており、その旨を役職員へ周知徹底しております。

7. 監査役への報告体制及び監査役への報告を理由として不利益な取扱いを受けない体制に関する取り
組み
　当社に係わる重要事項や重大な損害の事実等について、情報交換の機会を設けることや情報シス
テムの構築等により、監査役へ報告する体制を整備しております。
　また、内部監査室は、内部監査の実施状況及び結果を定期的に監査役へ報告しております。
　なお、当社では、監査役への報告を理由として不利益な取扱いを行うことを禁止しており、その旨
を役職員へ周知徹底しております。

8. 監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務処理に関する取り組み
　監査役の職務の執行について生じる費用又は債務処理に関しては、担当部門で精査し、速やかに
処理しております。
　また、毎年一定額の予算を設けております。

9. 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための取り組み
　監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会や経営会議等の
重要な会議に出席しております。
　また、稟議書等その他業務執行に関する重要な文書を閲覧しており、取締役会や使用人は、監査
役の要請があれば、その都度、説明を行っております。
　さらに、代表取締役社長及び会計監査人と定期的に意見及び情報交換を行い、連携の強化に努め
ております。

10. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況に関する取り組み
　当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、毅然とした態度で臨み、
一切の関係を遮断するよう取り組んでおります。また、兵庫県企業防衛対策協議会に加盟しており、
定期的な会合等への参加を通じ情報収集に努めるとともに、必要に応じて弁護士・警察署・外部専門機
関と連携し、速やかに対応する体制を整備しております。
　また当社では、これらの情報の管理・共有・発信を行っており、必要に応じて取引先等の属性を
確認し、契約書等には反社会的勢力の排除条項を導入し、反社会的勢力との取引等の未然防止に努
めております。
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株主資本等変動計算書（2025年4月1日から2026年3月31日まで） （単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計研究開発

積立金
繰越利益
剰余金

当期首残高 2,215,000 1,709,750 1,709,750 145,500 250,000 9,254,558 9,650,058

当期変動額

剰余金の配当 △637,164 △637,164

当期純利益 4,758,460 4,758,460

自己株式の取得

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― ― ― ― 4,121,295 4,121,295

当期末残高 2,215,000 1,709,750 1,709,750 145,500 250,000 13,375,854 13,771,354

株主資本 評価・換算差額等
純資産
合計自己株式 株主資本

合計
その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △10,867 13,563,941 316,834 316,834 13,880,775

当期変動額

剰余金の配当 △637,164 △637,164

当期純利益 4,758,460 4,758,460

自己株式の取得 △1,133 △1,133 △1,133

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 388,645 388,645 388,645

当期変動額合計 △1,133 4,120,162 388,645 388,645 4,508,807

当期末残高 △12,000 17,684,103 705,479 705,479 18,389,583

（注）記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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有形固定資産
(リース資産を除く)

定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並
びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については
定額法を採用しております。

無形固定資産
(リース資産を除く)

定額法
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における見込利用
可能期間（5年）による定額法を採用しております。

リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取り決めがある
場合は残価保証額）とする定額法を採用しております。

賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に充てるため、将来の支給見込額のうち当
事業年度の負担額を計上しております。

製品保証引当金 売上製品の保証費用に充当するため、保証費用見積額を計上しておりま
す。

受注損失引当金 受注案件の損失に備えるため、当事業年度末手持受注案件のうち当事業
年度末において損失が確実視され、かつその金額を合理的に見積ること
ができるものについては、翌事業年度以降に発生が見込まれる損失を引
当計上しております。

個別注記表

1.  重要な会計方針に係る事項に関する注記
[1] 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式　　　　 移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法により算定）
市場価格のない株式等　　　　　 移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
製品・仕掛品 個別法による原価法
原材料及び貯蔵品 移動平均法による原価法

なお、貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定しておりま
す。

[2] 固定資産の減価償却の方法

[3] 引当金の計上基準
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退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき、事業年度末において発生していると認め
られる額を計上しております。
・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末まで
の期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっておりま
す。

・数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残
存勤務期間以内の一定の年数(13年)による定額法により按分した
額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしており
ます。

[4] 収益及び費用の計上基準
当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）及び「収益認識
に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日）を適用してお
り、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取
ると見込まれる金額で収益を認識しております。
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行
義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
(1) 舶用内燃機関（主機関）

舶用内燃機関（主機関）に係る収益は、主に製造による販売であり、顧客との販売契約に基づ
いて製品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、製品を引き渡す一時点にお
いて、顧客が当該製品に対する支配を獲得して充足されると判断し、引き渡し時点で収益を認
識しております。

(2) 修理・部品等
修理・部品等に係る収益は、主に舶用内燃機関（主機関）の修理、部品供給事業、ライセンス
事業、他製品向け取込工事によるものであります。舶用内燃機関（主機関）の修理及び他製品
向け取込工事に係る収益は、受注から完成・引き渡しまでの期間がごく短いことから、代替的
な取扱いを適用し、検収する一時点において収益を認識しております。
舶用内燃機関（主機関）の部品供給事業に係る収益のうち、国内取引については、出荷時から
支配の移転までの期間が通常の期間であることから代替的な取扱いを適用し、製品を出荷する
一時点で収益を認識しております。また、国外取引については、製品を引き渡す一時点で収益
を認識しております。ライセンス事業に係る収益は、主にライセンス供与先がライセンス契約
に基づいて製品を製造・販売することによるロイヤリティー収入であり、契約に基づく権利の
確定時点で収益を認識しております。

2.  会計上の見積りの変更に関する注記
当社は、アンモニア燃料エンジン新工場の建設を含む本社工場のグランドデザイン変更工事を進めてお
ります。
これに伴い、今後の使用状況の変化が見込まれる固定資産については、耐用年数を残存使用見込み期間
まで短縮しております。
これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ
91,504千円減少しております。

3.  会計上の見積りに関する注記
[1] 繰延税金資産の回収可能性

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金資産 328,297千円

(2) その他の情報
①算出方法

繰延税金資産は、将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得及びタック
ス・プランニング等により、回収可能性を判断しております。
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建物 1,422,962千円
機械及び装置 0

計 1,422,962千円

1年内返済予定の
長期借入金 140,000千円

計 140,000千円

[2] 有形固定資産の減価償却累計額 7,728,766千円

短期金銭債権 6,605千円
短期金銭債務 17,987千円

②主要な仮定
繰延税金資産は、将来減算一時差異のうち、将来の課税所得に対して利用できる可能性の高
い場合に限り認識しております。将来の課税所得の見積りは、経営者により承認された事業
計画等により将来獲得し得る課税所得の時期及び金額を合理的に見積り、金額を算定してお
ります。

③翌事業年度の計算書類に与える影響
当該見積りは将来の不確実な経済状況及び会社の経営状況の影響を受け、実際に生じた時期
及び金額が見積りと異なった場合、また、税制改正により実効税率が変更された場合に、翌
事業年度の計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

[2] 舶用内燃機関（主機関）の総原価の見積り
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

受注損失引当金 　584,000千円

(2) その他の情報
①算出方法

舶用内燃機関（主機関）受注案件は、比較的大型の船舶に搭載するもので個別性があり、案
件ごとに性能や仕様に違いがあります。当事業年度末において損失が確実視され、受注時に
その金額を合理的に見積ることができるものについては、翌事業年度以降に発生が見込まれ
る損失を受注損失引当金として計上しています。

②主要な仮定
当該見積りには、受注契約に係る資材費や関連部署の計画工数（受注から製作に係る工場全
体の生産計画工数）の見込みなどの仮定を用いております。

③翌事業年度の計算書類に与える影響
当該見積り及び仮定について、資材費や関連部署の計画工数の変動等により見直しが必要と
なった場合、翌事業年度の計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があ
ります。

4.  貸借対照表に関する注記
[1] 担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

なお、上記金額はすべて工場財団抵当であります。
上記に対応する債務は次のとおりであります。

[3] 関係会社に対する金銭債権債務
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仕入高 12,494千円
販売費及び一般管理費 31,021千円

雑収入 7,920千円

普通株式 8,400,000株

普通株式 16,355株

決議 株式の種類 配当金の総額
（千円）

1株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2025年6月26日
定時株主総会 普通株式 469,490 56 2025年3月31日 2025年6月27日

2025年11月13日
取締役会 普通株式 167,673 20 2025年9月30日 2025年12月2日

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

1株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2026年6月25日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 570,087 68 2026年3月31日 2026年6月26日

5.  損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引による取引高

営業取引以外の取引による取引高

6.  株主資本等変動計算書に関する注記
[1] 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び株式数

[2] 当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

[3] 配当に関する事項
(1) 配当金支払額

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2026年6月25日開催の定時株主総会において次のとおり付議する予定であります。

[4] 新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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第129期
（2026年3月31日）

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）

未払事業税 64,447千円
未払事業所税 6,182
賞与引当金 74,607
製品保証引当金 73,564
受注損失引当金 183,784
在庫評価損 187,436
未払費用 111,845
減損損失 13,104
投資有価証券評価損 9,792
退職給付引当金 65,456
その他 61,801

繰延税金資産小計 852,024千円
評価性引当額 △210,333

繰延税金資産合計 641,690千円
（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △313,392千円
繰延税金負債合計 △313,392千円
繰延税金資産の純額 328,297千円

貸借対照表
計上額 時価 差額

(1) 投資有価証券
その他有価証券 1,381,913 1,381,913 ―

資産計 1,381,913 1,381,913 ―
(1) 長期借入金（1年内返済を含む） 3,578,192 3,558,148 △20,043
(2) リース債務（1年内返済を含む） 384,630 375,954 △8,676

負債計 3,962,822 3,934,102 △28,720

7.  税効果会計に関する注記

8.  金融商品に関する注記
[1] 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、主に銀行等金融機関からの借入により資金
を調達しております。
営業債権である売掛金、電子記録債権は顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証
券は、主に取引先企業との営業取引に関連する株式であり、市場リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。
借入金は主に設備投資、運転資金及び事業譲受資金の調達を目的にしたものであり、一部の長期借
入金は変動金利であるため、金利変動リスクに晒されております。
リース債務は、主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであります。

[2] 金融商品の時価等に関する事項
2026年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであり
ます。なお、市場価格のない株式等（貸借対照表計上額220,500千円）は、「その他有価証券」に
は含めておりません。また、現金は注記を省略しており、預金、売掛金、電子記録債権、未払金、
支払手形、買掛金、電子記録債務は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、
注記を省略しております。

(単位：千円)
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区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計

(1) 投資有価証券
その他有価証券 1,381,913 － － 1,381,913

資産計 1,381,913 － － 1,381,913

区分 時価
レベル1 レベル2 レベル3 合計

(1) 長期借入金（1年内返済を含む） － 3,558,148 － 3,558,148
(2) リース債務（1年内返済を含む） － 375,954 － 375,954

資産計 － 3,934,102 － 3,934,102

関連会社に対する投資の金額 4,000千円
持分法を適用した場合の投資の金額 9,146千円
持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,009千円

[3] 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つ
のレベルに分類しております。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した
時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定
した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。

(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
(単位：千円)

(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
(単位：千円)

(注)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、
その時価をレベル1の時価に分類しております。

長期借入金（1年内返済を含む）及びリース債務（1年内返済を含む）
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基
に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

9. 賃貸等不動産に関する注記
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

10. 持分法損益等に関する注記
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1株当たり純資産額 2,193円51銭
1株当たり当期純利益 567円58銭

売上高
舶用内燃機関（主機関）
修理・部品等

14,170,384
15,536,724

顧客との契約から生じる収益 29,707,108
その他の収益 －
外部顧客への売上高 29,707,108

11. 関連当事者との取引に関する注記
該当事項はありません。

12. 1株当たり情報に関する注記

13. 収益認識に関する注記
[1] 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当事業年度（自　2025年4月1日　至　2026年3月31日）
(単位：千円)

[2] 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「1.重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「[4]収益及び費用の計上基準」に記載のとおりで
す。

[3] 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
当事業年度末における残存履行義務に配分された取引価格の総額は、34,454,033千円であり、当
社は、当該残存履行義務について、履行義務の充足につれて1年から4年の間で収益を認識すること
を見込んでおります。

14. その他の注記
記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
また、1株当たり指標は、表示単位未満を四捨五入して表示しております。
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